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　普通教科「情報」の高等学校学習指導要領では，「多くの情報が公開さ

れ流通している実態と情報の保護の必要性及び情報の収集・発信に伴って

発生する問題と個人の責任について理解させる」と規定されており，また，

その解説では，「情報の公開については，国，地方自治体，企業などが情

報を公開している実態や利用するときの注意点などを理解させる」と記さ

れている．しかしながら，情報収集に関する教育の実態は，ネットワーク

を通じた情報の検索と収集の話に留まっている．例えば，国，地方自治体，

独立行政法人などの行政機関から情報を収集する意義や手続きについての

話はあまりされていない．本稿では，行政機関の公文書という生の情報を

収集することは市民社会を健全に育成するために重要であるとの観点から，

公文書公開請求手続き，何が公開されて何が公開されないか，どのような

アルゴリズムで判断がされるか，公開されなかった時の救済の手続き，具

体的にどのような事例があるか，について紹介し，公文書公開手続きの情

報教育への活用について議論する．

1．はじめに

　普通教科「情報」の高等学校学習指導要領（表 1）では，「多くの情報

が公開され流通している実態と情報の保護の必要性及び情報の収集・発信

に伴って発生する問題と個人の責任について理解させる」と規定されてお
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表 2　高等学校学習指導要領解説（文献（3）より抜粋）

ア　情報の公開・保護と個人の責任
　ここでは，情報社会の中で，多くの情報が公開されており，それらを有効に利
用することが求められていることを理解させる．また，プライバシーや著作権な
どをめぐり様々な問題が生じてきたことを知り，情報の保護に関しての生徒の意
識を高め，情報を収集・発信する場合に気を付けなければならない問題点や情報
に関する個人の責任について理解させる．
　情報の公開については，国，地方公共団体，企業などが情報を公開している実
態や利用するときの注意点などを理解させる．例えば，公開されている情報を入
手する活動を通して，情報の入手方法や取扱いの注意，情報の有用性などについ
て，生徒に理解させる．

表 1　高等学校学習指導要領（普通教科「情報」）

高等学校学習指導要領
（1999 年 3 月 29 日告示（1））

高等学校学習指導要領案
（2008 年 12 月 23 日公表（2））

第3情報C 第 1社会と情報
2　内容 2　内容
（3）情報の収集・発信と個人の責任 （3）情報社会の課題と情報モラル
ア　情報の公開・保護と個人の責任 ウ　情報社会における法と個人の責任
多くの情報が公開され流通している実
態と情報の保護の必要性及び情報の収
集・発信に伴って発生する問題と個人
の責任について理解させる．

多くの情報が公開され流通している現
状を認識させるとともに，情報を保護
することの必要性とそのための法規及
び個人の責任を理解させる．

3　内容の取扱い 3　内容の取扱い
（3）内容の（3）のアの情報の保護の
必要性については，プライバシーや著
作権などの観点から扱い，情報の収
集・発信に伴って発生する問題につい
ては，誤った情報や偏った情報が人間
の判断に及ぼす影響，不適切な情報へ
の対処法などの観点から扱うようにす
る．

（3）内容の（3）の…ウについては，
知的財産や個人情報の保護などについ
て扱い，情報の収集や発信などの取扱
いに当たっては個人の適切な判断が重
要であることについても扱うこと．
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り，また，その解説（表 2）では，「情報の公開については，国，地方自

治体，企業などが情報を公開している実態や利用するときの注意点などを

理解させる」と記されている．これを見ると，少なくとも問題意識として

は，国，地方自治体，企業などの公開情報を収集することが教科内容とし

て配慮されているかのように見える．

　しかしながら，現実には情報教育において情報公開ならびに公開情報の

収集を積極的に取り扱っているとはいえない状況にある．例えば，普通教

科「情報 C」の教科書で，情報公開法の制定については，すべての教科書

に記載されていたが，公文書公開手続きについて具体的に記載されている

ものはなかった．情報公開審査会が書かれていた教科書は 1 社だけであっ

た．

　国民主権を担う市民の育成という観点で考えるとき，情報教育は大変重

要である．なぜなら，国民主権は，自らの力で正しい情報を収集し，分析

し，判断する市民の存在なくして成立しないものであり，情報教育は，そ

うした「自らの力で正しい情報を収集することができる市民」を育てる，

絶好の機会と位置づけることができるからである．現状の情報教育は，情

報の利用あるいは保護の重要性に関する教育に傾斜し，情報収集について

は力点が置かれていない傾向がある．もともと民主社会において，情報は

公に流通するべきものであり，公に流通する情報は，市民が自ら収集して

検証すべきものである，という視点に欠けている．

　このような現状に対し，本稿は，教育の課程において，生徒に情報収集

手続きについて周知させ，実際に利用する方法を学ばせることは，健全な

民主社会を担う賢明な市民として生きる力の育成につながるものである，

との主張のもとに，行政機関の公文書公開手続きについて紹介し，これを

教育現場で利用する方法について提案するものである．なお，本稿は，

2009 年 2 月の情報処理学会コンピュータと教育研究会（2009-CE-98-4）

の口頭発表に基づいている．

　以下，2 章では，行政機関に公文書の公開を請求する手続きについて，
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3 章では，どのようなアルゴリズムで公開非公開の判断がされるか，4 章

では，公開されなかった時の救済の手続きについて紹介する．5 章では，

公文書公開手続きの情報教育への活用について提言する．

2．公文書公開手続き

　公文書公開手続きは，1982 年に山形県金山町が，1983 年に神奈川県と

埼玉県が，公文書公開手続きに関する条例を定めたのが先駆けで，現在で

は，すべての都道府県と，ほぼすべての市区町村で，情報公開条例が定め

られている．

　また，2001 年の情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する

法律）の施行により，国の公文書公開手続きが整備された（独立行政法人

等の公文書の公開の手続きは，国と同様である）．

2.1　公開の請求
　具体的事例として，筆者が兵庫県明石市に公文書の公開を請求したもの

を題材に，どのように公開を請求し，公開が実施されるかを説明する．こ

れは，2008 年 12 月から 2009 年 1 月にかけて，日本標準時の子午線上に

ある明石市立天文科学館の時計台の針が止まることが起き，同科学館の対

応が分かる公文書の公開を求めたものである．

　まず，公文書の公開を求める行政機関に，公文書公開を請求する（図 1）．

公開請求書の様式は，ほとんどの行政機関で，ホームページに掲載されて

いる．公開請求書は，公文書公開の担当窓口に持参するほか，郵送でも提

出することができる（ファックスによる提出が認められている場合もあ

る）．

　国の場合，何人でも公開を請求できる．地方自治体の場合，何人でも公

開を請求できる条例を制定している地方自治体と，在住，在勤，在学者に

限って公開を請求できる条例を制定している地方自治体がある．
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図 1　公文書公開請求書

226　　人文・自然研究　第 4 号



公文書公開手続きの情報教育への活用　　227

2.2　公開の決定
　公文書公開を請求してから，地方公共団体の場合は 2 週間程度，国の場

合は 30 日で，公開非公開の決定がされる．

　図 2 は，図 1 の明石市立天文科学館の時計台に関する公文書公開の請求

に対する，明石市長の公開決定である．公文書の全部が公開されている例

である．

　これに対して，3.2 節で述べる「非公開情報」が記録されている場合に

は，公文書の非公開情報を除いた部分が公開される．図 3 は，神戸市内を

流れる河川の川底にイノシシの子が迷い込んだ事件に関する公文書の公開

請求に対する，兵庫県知事の部分公開決定である．通報者の住所，氏名，

電話番号は非公開情報に当たるとして，これらの情報を除いた部分が公開

されている．

2.3　公開の実施
　公開の決定がされ，行政機関に費用を支払うと，公文書が公開される．

　図 4 は，明石市立天文科学館の時計台に関する公文書であり，図 2 の明

石市長の公開決定の通り，公文書のすべてが公開されている．

　図 5 は，神戸市内を流れる河川の川底にイノシシの子が迷い込んだ事件

に関する公文書であり，図 3 の兵庫県知事の部分公開決定の通り，通報者

の住所，氏名，電話番号を除いた部分が公開されている（新聞記事や，公

文書を供覧した兵庫県職員の印影はすべて公開されている）．

　公開された公文書は，適正に使用することが求められている．

2.4　公開のための費用
　多くの地方公共団体では，請求の時点では費用は発生しない．国の場合，

公開の請求書に 300 円の収入印紙を貼って請求する．

　公開の実施の際に，写しの交付を受ける場合は，写しの費用を支払う．

多くの行政機関では，1 枚につき 10 円である（国の場合，300 円までは費
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図 2　公文書公開決定通知書（全部公開）
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図 3　公文書部分公開決定通知書
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図 4　公開された公文書（全部公開）
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用がかからず，300 円を超えた分を支払う）．行政機関によっては，スキ

ャナで電子化して CD-R に入れてもらうこともできる．写しの郵送を希

望する場合には，送料を支払う．

2.5　電子申請
　多くの行政機関では，電子申請ができるようになってきている．

　東京都練馬区，中野区，神奈川県逗子市などでは，電子的な公開の実施

も可能で，その場合には公開のための費用もとくにかからない．

2.6　他の法令等の制度により公開されている公文書
　公文書の中には，情報公開法や情報公開条例によらずに公開されている

ものがある．こうした文書は，情報公開法または情報公開条例においては

公開対象外となっているものもある（不動産登記簿，商業登記簿情報）が，

一般には，公開の実施方法が異なる場合に，情報公開も重複して利用する

ことが可能である．

（1）議会の議事録

　国会の議事録と委員会資料は国立国会図書館で，地方議会の議事録は地

方議会の事務局で，閲覧できる．

（2）訴訟記録

　民事訴訟の訴訟記録は，裁判所で閲覧できる．閲覧の手数料は 150 円．

利害関係人は写しも請求できる．

（3）不動産登記簿，商業登記簿

　法務局で閲覧でき，写しの交付を受けることができる．インターネット

上で閲覧することもできる．
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（4）許認可に関する公文書

　許認可に関する公文書には，法令で，許認可の事務を行う行政機関にお

いて閲覧が認められているものがある．たとえば，政治団体の収支報告書，

NPO 法人の設立認証申請書類，貸金業者登録簿，医療法人の事業報告書，

旅行業者の登録簿，宅地建物取引業者名簿，開発登録簿，建築計画概要書

などがある．

3．公開非公開決定のアルゴリズム

　2 章で述べたように公文書の公開を請求すると，以下のアルゴリズムで，

公開非公開が決定される．

3.1　原則は公開
　非公開の理由がない限り，公開することが原則である．行政機関は，次

節に述べる非公開情報を除いて，公文書を公開することが義務付けられて

いる．これは，情報公開の目的が，行政機関の内部処理の透明性を確保し，

国民によるチェック機能を働かせることにあり，ひいては，民主社会の担

い手である国民に正しく行政機関の保有する情報を提供することにより国

民の知る権利に資することにあるためである．

3.2　非公開情報
　情報公開が原則とはいえ，他の法益との衝突が生じる場面では，かかる

法益の保護のために，公開の原則を修正しなければならない場面がある．

具体的には，次の情報については，法益保護に必要な範囲で，情報は非公

開となる（4）．ただし，その場合でも，原則公開の趣旨に照らし，できるだ

け公開しなければならず，非公開情報が記録されている部分を容易に区分

して除くことができるときは，図 5 に示したように，非公開情報を除いた

部分を公開しなければならない．
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図 5　公開された公文書（部分公開）
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（1）個人に関する情報

　個人のプライバシー情報は公開されない．個人のプライバシーを侵害し

てまで国民一般に情報を提供する必要性はないからである．

　行政機関によって，プライバシー情報を非公開とするためのルールの記

述に違いがある．

［プライバシー型］

　個人のプライバシー等の権利利益を害するおそれがあるものに限って非

公開情報とするもので，北海道，京都府，大阪府，兵庫県などの情報公開

条例で採用されている．

［個人識別型］

　特定の個人を識別できる情報は原則として非公開とするもので，国の情

報公開法，多くの地方公共団体の情報公開条例で採用されている．

　このルールでは，「事業を営む個人の当該事業に関する情報」や「法令

等の規定又は慣行により公にされ，又は公にすることが予定されている情

報」を非公開情報から除いている．つまり，個人識別情報であっても，あ

えて非公開情報として保護する必要性に乏しいものは，非公開情報から除

いている．

（2）法人等に関する情報

　たとえば，非上場企業の株主に関する情報などが，公開されないことが

ある．ここでは法人についても，営業上の秘密保護や一種のプライバシー

情報保護の考え方が働いている．しかし，個人のプライバシーと要保護性

のレベルが異なるため，すべての法人情報が非公開となるわけではなく，

公開されると法人の事業運営等に支障をきたすと思われる場合に非公開と

なる．

（3）公共の安全等に関する情報

　警察の捜査情報，防衛上の機密情報などのように，公にすることにより
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公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は，公開されな

い．

（4）審議検討情報

　たとえば，機種選定や仕様策定などで，審議中の情報は，公開されない

ことがある．審議中の情報が公開されることによって，審議事項の進行に

支障をきたす恐れがあると考えられるからである．

（5）事務事業情報

　行政事務の円滑な執行を妨げる情報公開は制限される．たとえば，入試

の公正性を確保するため，入試等の出題者名簿などの情報は，公開されな

いことがある．

（6）法令秘情報

　法令で公開することができないとされているものがある．たとえば，指

定統計を作成するために集められた調査票は，公開されない．

3.3　公文書の不存在
　公文書が不存在の場合，不存在による非公開の決定がされる．行政機関

の持つ情報のすべてが公文書に該当するわけではなく，公文書に該当しな

ければ，当然，公開請求の対象とならない．そこで，公開請求された情報

媒体が「公文書」に該当するかどうかの問題がある．

3.4　公文書の存否に関する情報
　例外的な規定であるが，存否について答えるだけで非公開情報を公開し

たことになる場合には，存否を明らかにしないで，公開請求を拒否するこ

とができる．たとえば，特定個人の病歴情報の公開請求に対し，当該公文

書は存在するが非公開とする，または当該公文書は存在しないと回答する
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だけで，病歴の有無を公にしたことになるため，公文書の存否応答が拒否

される．

4．非公開の場合の救済手続き

　3 章で述べたように公文書の公開非公開の決定が行われるが，行政機関

が非公開と判断した情報について，公開請求者が公開されるべきであると

して，救済を求めることができる．

　行政機関の行った非公開または一部公開の決定に対しては，行政機関に

よる不服申立て手続きによる救済手続きと，裁判による救済手続きがある．

本稿では，不服申立てによる救済手続きについて説明する．

4.1　不服申立て
　行政不服審査法に基づくもので，行政機関に対して，再度，判断を求め

るものである．不服申立てには，審査請求（決定を行った行政機関の上級

の行政機関に不服申立てするもの）と異議申立て（決定を行った行政機関

に不服申立てするもの）がある．いずれも不服申立人の氏名は非公開であ

り，手続きも非公開で行われる．原則として書面審理であるが，口頭審査

が行われる場合もある．

　どの行政機関に不服を申し立てるのかは，非公開の決定（または部分公

開の決定）の通知書に記載されている．不服申立ては，公開非公開の決定

があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に行わなければな

らない．

4.2　情報公開審査会への諮問
　公文書公開手続きの特長として，前節で述べた不服申立てがされた場合，

行政機関は第三者機関に諮問し，第三者機関の答申を尊重した判断をする

ことが義務付けられている．
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　このための第三者機関として，それぞれの行政機関に，情報公開審査会

が設置されている（行政機関によっては，個人情報保護に関する調査審議

も行う第三者機関と一体となって設置されていることもあり，たとえば，

国の場合，情報公開・個人情報保護審査会が内閣府に設置されている）．

　情報公開審査会には，対象文書非公開のまま委員が公文書を実際に見分

して調査するインカメラ審理の権限が与えられている．また，公開請求者

は，情報公開審査会に対して意見書を提出することができる．

4.3　情報公開審査会の答申の例
　情報公開審査会の答申は公表されている．答申を読むと，どのような情

報の公開が求められているのか，どのような情報について公開非公開の判

断が分かれるのかよくわかる．答申の例をいくつか紹介する．

（1）個人に関する情報の例

　公文書は公開が原則であるが，個人に関する情報について非公開が原則

であり，さらに，3.2 節で述べたように，「法令等の規定又は慣行により公

にされ，又は公にすることが予定されている情報」を非公開情報から除く

という，すっきりしないアルゴリズムで公開非公開が判断されている．そ

の結果として，個人に関する情報について，情報公開審査会に判断を求め

るケースが多いようである．

　「慣行により」の判断については，行政機関でも幅がある．たとえば，

神奈川県では，慣行により公にされている情報を広くとらえている（5）．

　「公にすることが予定されている情報」については，東京都情報公開審

査会や愛知県情報公開審査会で，確認検査員や建築士の氏名の情報を公開

するべきとした例がある（6）（7）（8）．

（2）事務事業情報の例

　行政機関の事務事業に関する情報なら何でも非公開にできると，あらゆ
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る公文書が非公開にできるため，非公開にできる情報は公にすることによ

り実質的に支障があるおそれがあるものに限られ，また，おそれの程度も

単なる確率的な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性が当然に要求され

ている．

　たとえば，横須賀市情報公開審査会で，横須賀市が訴訟当事者となった

建築計画に関する公文書を公開するべきとした例がある（9）．

（3）公文書の不存在の例

　公文書の範囲を広げて公開するべきとした答申例がある．たとえば，三

重県情報公開審査会で，三重県が桑名市に権限移譲に際して文書の一切を

引き渡しているが，権限移譲に際して作成された決裁文書からどの情報が

桑名市に送付されたか公開できるとした例がある（10）（11）．

5．情報教育への活用

　表 1 に示したように，現行の普通教科「情報」の高等学校学習指導要領

には，「情報の公開・保護と個人の責任」の項目で，「多くの情報が公開さ

れ流通している実態と情報の保護の必要性及び情報の収集・発信に伴って

発生する問題と個人の責任について理解させる．」と記されている．1999

年 3 月に告示された高等学校学習指導要領では，2001 年 4 月に情報公開

法施行が予定されていたことから，公文書公開手続きに関する問題意識が

高かったのではないかと推測される．

　これに対し，2008 年 12 月に公表された普通教科「情報」の高等学校学

習指導要領案には，「情報社会における法と個人の責任」の項目で，「多く

の情報が公開され流通している現状を認識させるとともに，情報を保護す

ることの必要性とそのための法規及び個人の責任を理解させる．」と記さ

れている．「情報社会における法」には，公文書公開手続きに関するもの

が当然含まれると考えられるが，表現の上で，情報の保護の重要性の方に



表 3　高等学校学習指導要領（専門教科「情報」）

高等学校学習指導要領
（1999 年 3 月 29 日告示（1））

高等学校学習指導要領案
（2008 年 12 月 23 日公表（2））

第1　情報産業と社会 第1情報産業と社会
2　内容 2　内容
（1）情報化と社会 （3）情報産業と情報モラル
ウ　高度情報通信社会のモラル ウ　情報産業と法規
高度情報通信社会を主体的に生きるた
めの個人及び産業人としての在り方，
著作権やプライバシーの保護，情報発
信者の責任などの情報モラルの必要性
及び情報のセキュリティ管理の重要性
について理解させること．

情報産業における情報や個人情報の保
護，著作権などの知的財産及び情報セ
キュリティ対策にかかわる法規を扱い，
法規を守ることの意義と重要性につい
ても扱うこと．
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力点が置かれたものなっており，自ら進んで情報を収集する側面が重視さ

れなくなることが懸念される．

　なお，専門教科「情報」の高等学校学習指導要領（表 3）においても，

公文書公開手続きに関するものは含まれていない．

　1 章で述べたように，生徒に自らの力で正しい情報を収集し，分析し，

判断する方法を学ばせることは，重要なことである．中でも，行政機関の

保有情報は，国民全体で共有する資産と位置づけられるべきである．その

意味で，公文書公開手続きは，広く国民が利用方法を知るべきであり，ま

た，市民社会の一員としての自覚を促すためのよい題材である．実際の手

続きも，高校生が利用することができるものである．

5.1　公開請求書
　図 1 に示した通り，公開請求書には記載内容も少なく，生徒にも簡単に

書ける．

　行政機関の公文書公開の担当窓口を訪ねると，請求の方法を丁寧に教え

てもらうこともできる．郵送による公開請求書の提出も可能である．高校

生の演習にも利用することができる．
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5.2　電子申請
　多くの行政機関では，電子申請により公文書の公開請求を行うことがで

きる．

　電子申請を実際に利用する演習の題材に利用できる．また，電子的な情

報流通の便利さとともに危険についても考える契機となる．

5.3　情報公開審査会への意見書
　情報公開審査会への諮問が行われる場合には，公開請求者に対し，意見

書作成の機会が与えられる．

　自分の意見を論理的に主張する文書作成は，賢明な一般市民として成長

するために必要な素養を養成することができる．

　また，非公開情報について非公開の理由を考えることにより，情報の公

開について，社会の中で衝突する利害があることを知り，これをどのよう

に調和させることが望ましいかについて，考えさせる契機となる．異なる

立場（行政機関や，情報出所である私人）からの視点が，いかに自らの考

え方と異なるか，について認識させ，異なる立場についても配慮しつつ，

どのような調和点を見出すことができるか，について考えさせることは，

多様な価値観の中で柔軟性ある考え方を形成することができる市民の養成

に資する．

6．おわりに

　良識ある市民の育成は，健全な民主社会の発展にとって必要不可欠であ

る．高校教育は，基礎的市民教育の総まとめの場であり，大学でのさらな

る研究につなげる最終段階と位置づけられる．そうした高校教育において，

自ら正しい情報を収集し，検討し，分析する能力を身につけさせることは

大変重要であり，その中でも，情報の「収集」能力を養成することには大

きな意義がある．情報収集方法として，もちろんインターネットを利用す
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ることが着目されることは正しい．しかしながら，インターネット上の情

報は，多くの場合，他人の編集を経た情報であり，また，信ぴょう性につ

いても，必ずしも検証しにくいという問題がある．これに対し，行政機関

が保有する情報は，他人による評価を経ていない生の情報であり，出所と

しても信頼性ある情報ということができる．こうした信頼できる情報を自

ら収集するツールを持つことは，市民として社会を構成する際の大きな武

器となるであろう．筆者は，高校生に，ぜひともこうした知の力を知って

もらいたいと考える．また，情報公開の過程では，対立する利害について

も大いに考えさせられる．高校生の柔軟な思考の中で，自分の要求に対立

する考え方に実際に直面し，これを検討し，妥当な解決を模索する機会は

非常に有意義であると考える．

　こうした教育は，法学教育などにおいてなされるものであり，高校教育

では不要ではないかとの意見もあるかもしれない．しかし，大学へ進んで

もっぱら数学や物理を究めることとなる若者にも，よき市民の一人として

成長してもらうことが必要であり，情報教育において公文書公開の方法と

意義を積極的に取り入れる意義は大きいと考える．
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